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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材と、前記基材上に形成され、画像が形成された画像形成層と、前記画像形成層上に形
成され、ホログラムが記録された体積ホログラム層と、前記体積ホログラム層上に形成さ
れ、熱可塑性樹脂を含有するヒートシール層とを有し、
　前記画像形成層に形成された画像と、前記体積ホログラム層に記録されたホログラムの
画像とが、一部重なり、
　前記体積ホログラム層を構成する材料が、カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合
物、光ラジカル重合開始剤系、および、カチオン重合開始剤系を含有し、前記光ラジカル
重合開始剤系が増感剤としてシアニン系色素を含むものであることを特徴とする、体積ホ
ログラム転写箔。
【請求項２】
前記画像形成層に形成された画像が、パターン、線画、文字、図形または記号のうちの少
なくともいずれかであることを特徴とする、請求項１に記載の体積ホログラム転写箔。
【請求項３】
前記画像形成層が、紫外線を吸収することにより蛍光を発する蛍光材料によって画像が形
成された蛍光画像形成層であることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の体積
ホログラム転写箔。
【請求項４】
前記画像形成層が、視認する角度によって色が変化する光学可変材料によって画像が形成
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された光学可変画像形成層であることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の体
積ホログラム転写箔。
【請求項５】
前記体積ホログラム層と前記基材との間に剥離性保護層が形成されていることを特徴とす
る、請求項１から請求項４までのいずれかの請求項に記載の体積ホログラム転写箔。
【請求項６】
前記剥離性保護層が、前記体積ホログラム層と前記画像形成層との間に形成されており、
かつ、前記剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれていることを特徴とする、請求項５に記
載の体積ホログラム転写箔。
【請求項７】
被転写体と、前記被転写体上に形成され、熱可塑性樹脂を含有するヒートシール層と、前
記ヒートシール層上に形成され、ホログラムが記録された体積ホログラム層と、前記体積
ホログラム層上に形成され、画像が形成された画像形成層とを有し、
　前記画像形成層に形成された画像と、前記体積ホログラム層に記録されたホログラムの
画像とが、一部重なり、
　前記体積ホログラム層を構成する材料が、カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合
物、光ラジカル重合開始剤系、および、カチオン重合開始剤系を含有し、前記光ラジカル
重合開始剤系が増感剤としてシアニン系色素を含むものであることを特徴とする、体積ホ
ログラム積層体。
【請求項８】
前記画像形成層に形成された画像が、パターン、線画、文字、図形または記号のうちの少
なくともいずれかであることを特徴とする、請求項７に記載の体積ホログラム積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はホログラム層を被転写体に転写してホログラム積層体を作製するために用いら
れるホログラム層転写箔、および、ホログラム積層体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ホログラムは、波長の等しい二つの光（物体光と参照光）を干渉させることによって、
物体光の波面が干渉縞として感光材料に記録されたものであり、干渉縞記録時の参照光と
同一波長の光が当てられると干渉縞によって回折現象が生じ、元の物体光と同一の波面が
再生できるものである。ホログラムは、外観が美しく、複製が比較的困難である等の利点
を有することからセキュリティ用途等に多く使用されている。なかでもクレジットカード
や、キャッシュカード等に代表されるプラスチックカードにおいては、主として複製防止
および意匠性付与の観点からホログラム付カードが広く用いられるに至っている。
【０００３】
　このようなホログラムは、干渉縞の記録形態によっていくつかの種類に分類することが
できるが、代表的には表面レリーフ型ホログラムと体積型ホログラムとに分けることがで
きる。ここで、上記表面レリーフ型ホログラムは、ホログラム層の表面に微細な凹凸パタ
ーンが賦型されることによりホログラムが記録されたものである。一方、上記体積型ホロ
グラムは光の干渉によって生じる干渉縞が、屈折率の異なる縞として厚み方向に三次元的
に描画されることによってホログラムが記録されたものである。なかでも、上記体積型ホ
ログラムは材料の屈折率差によってホログラム像が記録されたものであるため、上記レリ
ーフ型ホログラムに比べて複製することが困難であるという利点を有することから、有価
証券やカード類の偽造防止手段としての用途が期待されている。
【０００４】
　また、意匠性の付与や偽造防止手段等としてホログラムを用いる場合において、ホログ
ラムを有価証券やカード等に付与する方法としては、例えば、スリット状のホログラムを
編み込む方法や、ホログラムを外部から視認可能なように媒体中に埋め込む方法が知られ
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ているが、一般的にはホログラムを所定の位置に貼付する方法が用いられている。なかで
も簡便な方法として、任意の基材上にホログラムが形成されたホログラム転写箔から、ホ
ログラムを転写することによってホログラムを所定の位置に貼付する方法が広く用いられ
るに至っている。
【０００５】
　ここで、上記ホログラム転写箔は、基材上にホログラムが記録されたホログラム層、お
よび、熱接着性を有するヒートシール層とがこの順で積層された構成を有するものであり
、上記ヒートシール層を介して被転写体上にホログラム層を転写させる機能を有するもの
である。このようなホログラム転写箔については、例えば、特許文献１、２に開示されて
いる。
【０００６】
　ところで、従来、上記ホログラムは複製することが困難であったことから、偽造防止手
段として各種用途に用いられてきたが、近年においてはホログラムを簡易的に複製する技
術が普及し始めており、単にホログラムを用いるのみでは偽造防止手段としては不十分で
あることが指摘されている。このため、上記ホログラム転写箔についても、より偽造防止
機能が高く、セキュリティ性に優れたホログラムを転写可能なものが求められるようにな
っている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３１６２３９号公報
【特許文献２】特開２００５－３８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、偽造防止機能の高いホログラ
ム積層体を作製することが可能な、ホログラム転写箔を提供することを主目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明は、基材と、上記基材上に形成され、画像が形成され
た画像形成層と、上記画像形成層上に形成され、ホログラムが記録されたホログラム層と
、上記ホログラム層上に形成され、熱可塑性樹脂を含有するヒートシール層とを有するこ
とを特徴とするホログラム転写箔を提供する。
【００１０】
　本発明のホログラム転写箔によれば、上記ホログラム層に加えて、上記画像形成層が用
いられていることにより、本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム積層体を作製す
る際に、上記ホログラム層を上記画像形成層と共に転写することが可能になるため、偽造
防止機能に優れたホログラム積層体を作製することができる。
　また本発明によれば、上記画像形成層が上記ホログラム層と上記基材との間に形成され
ていることから、本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム積層体を作製した際に、
画像形成層と被転写体とが接することを防止することができる。このため、例えば、被転
写体に使用されている化合物の作用により上記画像形成層の画像が劣化されることがなく
、上記画像形成層の耐久性に優れたホログラム積層体を作製することができる。
　このようなことから、本発明によれば偽造防止機能の高いホログラム積層体を作製する
ことが可能な、ホログラム転写箔を提供することができる。
【００１１】
　本発明においては、上記画像形成層に形成された画像と、上記ホログラム層に記録され
たホログラムの画像とが、少なくとも一部重なっていることが好ましい。上記画像形成層
に形成された画像と、上記ホログラム層に記録されたホログラムの画像とが一部重なって
いることにより、本発明のホログラム転写箔を用いて作製されるホログラム積層体におい
て、上記ホログラムが上記画像によって、いわゆる割印された状態になるため、より偽造
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防止機能に優れたホログラム積層体を得ることができるからである。
【００１２】
　また本発明においては、上記画像形成層が紫外線を吸収することにより蛍光を発する蛍
光材料によって画像が形成された蛍光画像形成層であることが好ましい。上記画像形成層
としてこのような蛍光画像形成層が用いられていることにより、紫外線等が照射されない
限りは、上記画像形成層の存在を外部から容易に視認できないようにすることができるた
め、本発明のホログラム転写箔を用いて、より偽造防止機能に優れたホログラム積層体を
作製することができるからである。
【００１３】
　また本発明においては、上記画像形成層が、視認する角度によって色が変化する光学可
変材料によって画像が形成された光学可変画像形成層であることが好ましい。上記画像形
成層として、このような光学可変画像形成層が用いられていることにより、本発明のホロ
グラム転写箔を用いて、さらに偽造防止機能に優れたホログラム積層体を作製することが
できるようになるからである。
【００１４】
　また本発明においては、上記ホログラム層と上記基材との間に剥離性保護層が形成され
ていることが好ましい。上記剥離性保護層が形成されていることにより、上記基材と上記
ホログラム層との密着性を調整することができる結果、本発明のホログラム転写箔からホ
ログラム層を転写させてホログラム積層体を作製する際に、ホログラム層の剥離性を向上
させることができるからである。また、本発明のホログラム層転写箔を用いてホログラム
積層体を作製する際に、上記剥離性保護層がホログラム層と共に転写されることになるた
め、転写されたホログラム層を剥離性保護層によって保護することができるからである。
【００１５】
　さらに本発明においては、上記剥離性保護層が、上記ホログラム層と上記画像形成層と
の間に形成されており、かつ、上記剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれていることが好
ましい。これにより本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム積層体を作製した際に
、剥離性保護層によって画像形成層の画像の視認性が妨害されることを防止できるととも
に、剥離性保護層によって上記ホログラム層が紫外線によって経時劣化してしまうことを
防止できるからである。
【００１６】
　本発明は被転写体と、上記被転写体上に形成され、熱可塑性樹脂を含有するヒートシー
ル層と、上記ヒートシール層上に形成され、ホログラムが記録されたホログラム層と、上
記ホログラム層上に形成され、画像が形成された画像形成層とを有することを特徴とする
ホログラム積層体を提供する。
【００１７】
　本発明によれば、上記ホログラム層に加えて、上記画像形成層が用いられていることに
より、より偽造防止機能に優れたホログラム積層体を得ることができる。
　また本発明によれば、上記画像形成層が上記ホログラム層上に形成されていることから
、画像形成層と被転写体とが接することを防止することができる。このため、例えば、被
転写体に使用されている化合物の作用により上記画像形成層の画像が劣化されることがな
く、上記画像形成層の耐久性に優れたホログラム積層体を得ることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、偽造防止機能の高いホログラム積層体を作製することが可能な、ホログラム
転写箔を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のホログラム転写箔の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明のホログラム転写箔の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明のホログラム転写箔の製造方法の一例を示す概略図である。
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【図４】本発明のホログラム積層体の一例を示す概略断面図である。
【図５】本発明のホログラム積層体の他の例を示す概略断面図である。
【図６】本発明のホログラム積層体の製造方法の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明のホログラム転写箔の他の例を示す概略図である。
【図８】本発明のホログラム転写箔の他の例を示す概略断面図である。
【図９】本発明に用いられる被転写体および本発明のホログラム積層体の具体例を示す概
略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、ホログラム転写箔およびホログラム積層体に関するものである。
　以下、本発明のホログラム転写箔およびホログラム積層体について順に説明する。
【００２１】
Ａ．ホログラム転写箔
　まず、本発明のホログラム転写箔について説明する。本発明のホログラム転写箔は、基
材と、上記基材上に形成され、画像が形成された画像形成層と、上記画像形成層上に形成
され、ホログラムが記録されたホログラム層と、上記ホログラム層上に形成され、熱可塑
性樹脂を含有するヒートシール層とを有することを特徴とするものである。
【００２２】
　このような本発明のホログラム転写箔について図を参照しながら説明する。図１は本発
明のホログラム転写箔の一例を示す概略断面図である。図１に例示するように、本発明の
ホログラム転写箔１０は、基材１と、上記基材１上に形成され、画像が形成された画像形
成層２と、上記画像形成層２上に形成され、ホログラムが記録されたホログラム層３と、
上記ホログラム層３上に形成され、熱可塑性樹脂を含有するヒートシール層４とを有する
ことを特徴とするものである。
【００２３】
　本発明のホログラム転写箔によれば、上記ホログラム層に加えて、上記画像形成層が用
いられていることにより、本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム積層体を作製す
る際に、上記ホログラム層を上記画像形成層と共に転写することが可能になるため、より
偽造防止機能に優れたホログラム積層体を作製することができる。
　また本発明によれば、上記画像形成層が上記ホログラム層と上記基材との間に形成され
ていることから、本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム積層体を作製した際に、
画像形成層と被転写体とが接することを防止することができる。このため、例えば、被転
写体に使用されている化合物の作用により上記画像形成層の画像が劣化されることがなく
、上記画像形成層の耐久性に優れたホログラム積層体を作製することができる。
　このようなことから、本発明によれば偽造防止機能の高いホログラム積層体を作製する
ことが可能な、ホログラム転写箔を提供することができる。
【００２４】
　本発明のホログラム転写箔は、少なくとも基材と、画像形成層と、ホログラム層と、ヒ
ートシール層とを有するものであり、必要に応じて他の任意の構成が用いられてもよいも
のである。
　以下、本発明のホログラム転写箔に用いられる各構成について順に説明する。
【００２５】
１．画像形成層
　まず、本発明に用いられる画像形成層について説明する。本発明に用いられる画像形成
層は、画像が形成されたものであり、少なくともホログラム層と上記基材との間に形成さ
れるものである。
【００２６】
　本発明に用いられる画像形成層としては、所望の画像が形成されたものであれば特に限
定されるものではなく、本発明のホログラム転写箔を用いて作製されるホログラム積層体
の用途に応じて、任意の材料によって画像が形成されたものを用いることができる。
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　ここで、本発明に用いられる画像形成層に形成される画像は、本発明のホログラム転写
箔を用いて作製するホログラム積層体の用途に応じて、所望の画像とすることができる。
なお、本発明における「画像」とは、パターン、線画、文字、図形、記号等のみならず、
単に全面が着色された態様も含むものである。
【００２７】
　また、本発明に用いられる画像形成層は厚みが０．１μｍ～５０μｍの範囲内であるこ
とが好ましく、０．５μｍ～２０μｍの範囲内であることがより好ましい。厚みが上記範
囲よりも厚いと、本発明のホログラム転写箔を用いて作製されたホログラム積層体の表面
に形成される凹凸形状が大きくなってしまい、ホログラム積層体の意匠性を損なったり、
または、画像形成層の耐久性が低下してしまうおそれがあるからである。また、上記範囲
よりも薄いと、画像形成層に形成された画像の保存安定性等が損なわれるおそれがあるか
らである。
【００２８】
　本発明に用いられる画像形成層の例としては、例えば、紫外線を吸収することにより蛍
光を発する蛍光材料によって画像が形成された蛍光画像形成層、視認する角度によって色
が変化する光学可変材料によって画像が形成された光学可変画像形成層等を挙げることが
できる。本発明においては、これらのいずれの画像形成層であっても好適に用いることが
できるが、なかでも上記蛍光画像形成層および光学可変画像形成層を用いることが好まし
い。その理由は以下の通りである。
　すなわち、上記蛍光画像形成層が用いられることにより、上記画像形成層の存在を外部
から容易に視認できないようにすることができるため、本発明のホログラム転写箔を用い
て、より偽造防止機能に優れたホログラム積層体を作製することができるようになるから
である。
　また、上記光学可変材料で作製された画像は、通常のインキでは複製することが不可能
であるため、上記光学可変画像形成層が用いられていることにより、さらに偽造防止機能
に優れたホログラム積層体を作製することができるようになるからである。
　以下、本発明に用いられる光学可変画像形成層および蛍光画像形成層について詳細に説
明する。
【００２９】
（１）光学可変画像形成層
　まず、本発明に用いられる光学可変画像形成層について説明する。本発明に用いられる
光学可変画像形成層は、光学可変材料によって画像が形成されたものである。本発明に用
いられる光学可変材料としては、所望の色を発現できるものであれば特に限定されるもの
ではない。このような光学可変材料としては、例えば、パール顔料、偏光インキ、液晶イ
ンキ、および再帰反射性インキ等を挙げることができる。本発明においてはこれらの光学
可変材料を１種類のみ用いてもよく、あるいは、２種類以上を用いてもよい。
【００３０】
　上記パール顔料としては、魚介類から抽出したパールエッセンス、塩基性炭酸鉛、酸性
ヒ酸鉛、酸塩化ビスマス、雲母を金属酸化物で被覆したもの等を挙げることができる。本
発明においてはこれらのいずれパール顔料であっても好適に用いることができるが、なか
でも安全性の見地から雲母を金属酸化物で被覆したものが好ましい。ここで、金属酸化物
としては、その光沢性および屈折率から酸化チタン、酸化鉄が好ましくは利用される。
　また、本発明に用いられるパール顔料は、それをさらに顔料、染料等で着色したもので
あってもよい。
【００３１】
　上記偏光インキおよび液晶インキとは、偏光コレステリック高分子液晶顔料とバインダ
ーおよび分散剤等を混合したインキを意味するものである。上記偏光コレステリック高分
子液晶顔料は、支持体に架橋性液晶ポリオルガノシロキサンと重合開始剤の混合溶液を剪
断力などにより配向させながら塗布し、その後紫外線照射や加熱により架橋させ、架橋し
た液晶層を支持体から剥離し、ミル等で粉砕することによって得ることができる。
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【００３２】
　上記再帰反射性インキとは、ガラスビーズなど反射鏡となる粒子をバインダーに分散さ
せたインキである。このようなインキとしては、雲母やアルミニウム粉体、着色パール顔
料などその他の顔料素材と混ぜて使用してもよい。
【００３３】
（２）蛍光画像形成層
　次に、本発明に用いられる蛍光画像形成層について説明する。本発明に用いられる蛍光
画像形成層は、紫外線を吸収することにより蛍光を発する蛍光材料によって画像が形成さ
れたものである。本発明に用いられる蛍光材料としては、所望の波長の紫外線を吸収する
ことにより蛍光を発することができるものであれば特に限定されるものではない。
【００３４】
　本発明に用いられる蛍光材料は少なくとも１種類が用いられるものであるが、本工程に
おいては発光する蛍光の波長が異なる複数の蛍光材料が用いられることが好ましく、特に
赤、緑、青の各色を発色する蛍光材料が用いられることが好ましい。これにより本発明に
用いられる画像形成層に蛍光でフルカラーの画像を形成することが可能になるからである
。
【００３５】
　本発明に用いられる蛍光材料としては、本発明に用いられる蛍光材料としては、例えば
、有機蛍光色素および無機蛍光色素を挙げることができる。
　上記有機蛍光色素としては、例えば、有機蛍光色素としては、ジアミノスチルベンジス
ルホン酸誘導体、イミダゾール誘導体、クマリン誘導体、トリアゾール、カルバゾール、
ピリジン、ナフタル酸、イミダゾロン等の誘導体、フルオレセイン、エオシン等の色素、
アントラセン等のベンゼン環を持つ化合物などが挙げられる。具体的には可視光で無色の
蛍光染料としては、ＥＢ－５０１（三井化学（株）製、発光色：青色）、ＥＧ－３０２（
三井化学（株）製、発光色：黄緑色）、ＥＧ－３０７（三井化学（株）製、発光色：緑色
）、ＥＲ－１２０（三井化学（株）製、発光色：赤色）、ＥＲ－１２２（三井化学（株）
製、発光色：赤色）、蛍光増白剤と呼ばれるユビテックスＯＢ（チバスペシャルティケミ
カルズ社製、発光色：青色）、ユーロピウム－テノイルトリフルオロアセトンキレート（
シンロイヒ（株）、赤橙色）等を挙げることができる。
　また、上記無機蛍光色素としては、無機蛍光色素としては、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｓｒ、
などの酸化物、硫化物、ケイ酸塩、リン酸塩、タングステン酸塩のなどの結晶を主成分と
し、Ｅｕ、Ｍｎ、Ｐｂ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃｕなどの金属元素または希土類元素
をドープ剤として添加した顔料を用いることができる。具体的には可視光下では無色から
白色のＧ－３００シリーズ（ＳｒＡｌ２Ｏ４:Ｅｕ，Ｄｙ　根本特殊化学製　発光色：緑)
やＶ－３００シリーズ（ＣａＡｌ２Ｏ4：Ｅｕ，Ｎｄ　根本特殊化学製　発光色：紫)等を
挙げることができる。
【００３６】
　また、本発明に用いられる蛍光材料としては、たとえば、チオフェン系蛍光色素、β－
キノフタロン系蛍光色素、クマリン系蛍光色素、ビススチリルベンゼン系蛍光色素、オキ
サゾール系蛍光色素、およびユーロピウム錯体系蛍光色素等を挙げることができる。これ
らの蛍光色素の具体例としては、例えば特開２００４－１２２６９０号公報に記載された
ものを例示することができる。
【００３７】
　なお、本発明に用いられる蛍光画像形成層には上記蛍光材料以外に、通常、バインダー
樹脂が含まれることが好ましい。本発明に用いられるバインダー樹脂としては、例えば、
エチルセルロース、エチルヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチ
ルセルロース、酢酸セルロース等のセルロース系樹脂、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸
ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン等のビニ
ル系樹脂、ポリ（メタ）アクリレート、ポリ（メタ）アクリルアミド等のアクリル系樹脂
、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル系樹脂、これらの樹脂の混合物等が
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挙げられる。本発明においてはこれらのいずれの樹脂であっても好適に用いることができ
る。
【００３８】
２．ホログラム層
　次に本発明に用いられるホログラム層について説明する。本発明に用いられるホログラ
ム層は、ホログラムが記録されたものであり、本発明のホログラム層転写箔を用いてホロ
グラム積層体を製造する際に、被転写体へ転写されるものである。
　以下、このようなホログラム層について詳細に説明する。
【００３９】
　本発明に用いられるホログラム層は、ホログラムが記録されたものであれば特に限定さ
れるものではなく、本発明のホログラム転写箔を用いて製造されるホログラム積層体の用
途等に応じて、所定の種類のホログラムが記録されたホログラム層を用いることができる
。なかでも本発明においては、通常、体積型ホログラムが記録された体積ホログラム層、
あるいは、レリーフ型ホログラムが記録されたレリーフホログラム層が用いられる。
　したがって、以下本発明に用いられる体積ホログラム層およびレリーフホログラム層に
ついて順に説明する。
【００４０】
２－１：体積ホログラム層
（１）構成材料
　本発明に用いられる体積ホログラム層を構成する材料としては、体積ホログラムを記録
することができるものであれば特に限定されるものではなく、一般的に体積ホログラムに
用いられる材料を任意に用いることができる。このような材料としては、例えば、銀塩材
料、重クロム酸ゼラチン乳剤、光重合性樹脂、光架橋性樹脂等の公知の体積ホログラム記
録材料を挙げることできるが、なかでも本発明においては、（ｉ）バインダー樹脂、光重
合可能な化合物、光重合開始剤および増感色素を含有する第１の感光材料、または、（ｉ
ｉ）カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合物、光ラジカル重合開始剤系および光カ
チオン重合開始剤系を含有するからなる第２の感光材料を好適に用いることができる。
　以下、このような第１の感光材料および第２の感光材料について順に説明する。
【００４１】
（ｉ）第１の感光材料
　まず、上記第１の感光材料について説明する。上述したように第１の感光材料はバイン
ダー樹脂、光重合可能な化合物、光重合開始剤および増感色素を含有するものである。
【００４２】
（バインダー樹脂）
　上記バインダー樹脂としては、例えば、ポリ（メタ）アクリル酸エステル、またはその
部分加水分解物、ポリ酢酸ビニルまたはその加水分解物、アクリル酸、アクリル酸エステ
ル等の共重合可能なモノマー群の少なくとも１つを重合成分とする共重合体、またはそれ
らの混合物や、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、ポリビニルアルコ
ールの部分アセタール化物であるポリビニルアセタール、ポリビニルブチラール、ポリ酢
酸ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体等、またはそれらの混合物等を挙げることが
できる。ここで、体積ホログラム層を形成する際には、記録された体積ホログラムを安定
化するために、加熱してモノマーを移動させる工程が実施される場合がある。このため、
本発明に用いられるバインダー樹脂はガラス転移温度が比較的低く、モノマー移動が容易
に移動できるものであることが好ましい。
【００４３】
（光重合可能な化合物）
　上記光重合可能な化合物としては、後述するような１分子中に少なくとも１個のエチレ
ン性不飽和結合を有する光重合、光架橋可能なモノマー、オリゴマー、プレポリマーおよ
びそれらの混合物を用いることができる。具体例としては、不飽和カルボン酸およびその
塩、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と
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脂肪族多価アミン化合物とのアミド化合物等を挙げることができる。
【００４４】
　ここで、上記不飽和カルボン酸のモノマーの具体例としては、例えば、アクリル酸、メ
タクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等を挙げることがで
きる。また上記脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマー
の具体例としては、例えば、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ
ート、トリエチレングリコールジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート
、テトラメチレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネ
オペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリ
メチロールプロパントリ（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタ
ントリアクリレート等を挙げることができる。
【００４５】
　上記メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、ト
リエチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ト
リメチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート等
を挙げることができる。また、上記イタコン酸エステルとしてはエチレングリコールジイ
タコネート、プロピレングリコールジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネ
ート等を挙げることができる。また、上記クロトン酸エステルとしては、エチレングリコ
ールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタエリスリトール
ジクロトネート、ソルビトールテトラクロトネート等を挙げることができる。さらに上記
イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリ
スリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等を挙げることが
できる。さらにまた、上記マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレエー
ト、トリエチレングリコールジマレエート、ペンタエリスリトールジマレエート、ソルビ
トールテトラマレエート等を挙げることができる。
【００４６】
　上記ハロゲン化不飽和カルボン酸としては、２，２，３，３－テトラフルオロプロピル
アクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、２，
２，３，３－テトラフルオロプロピルメタクリレート等を挙げることができる。
　また、上記不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミドのモノマーの具体例
としては、メチレンビスアクリルアミド、メチレンビスメタクリルアミド、１，６－ヘキ
サメチレンビスアクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビスメタクリルアミド等を挙げ
ることができる。
【００４７】
（光重合開始剤）
　本発明に用いられる光重合開始剤としては、例えば、１，３－ジ（ｔ－ブチルジオキシ
カルボニル）ベンゾフェノン、３，３´，４，４´－テトラキス（ｔ－ブチルジオキシカ
ルボニル）ベンゾフェノン、Ｎ－フェニルグリシン、２，４，６－トリス（トリクロロメ
チル）－ｓ－トリアジン、３－フェニル－５－イソオキサゾロン、２－メルカプトベンズ
イミダゾール、また、イミダゾール二量体類等を挙げることができる。なかでも本発明に
用いられる光重合開始剤は、記録された体積ホログラムの安定化の観点から、ホログラム
記録後に分解処理されるものが好ましい。例えば有機過酸化物系にあっては紫外線照射す
ることにより容易に分解されるので好ましい。
【００４８】
（増感色素）
　本発明に用いられる増感色素としては、チオピリリウム塩系色素、メロシアニン系色素
、キノリン系色素、スチリルキノリン系色素、ケトクマリン系色素、チオキサンテン系色
素、キサンテン系色素、オキソノール系色素、シアニン染料、ローダミン染料、チオピリ
リウム塩系色素、ピリリウムイオン系色素、ジフェニルヨードニウムイオン系色素等を挙
げることができる。
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【００４９】
（ｉｉ）第２の感光材料
　次に、本発明に用いられる第２の感光材料について説明する。上述したように第２の感
光材料は、カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合物、光ラジカル重合開始剤系、お
よび、カチオン重合開始剤系を含有するものである。
【００５０】
　ここで、このような第２感光材料が用いられる場合、体積ホログラム層に体積ホログラ
ムを記録する方法としては、光ラジカル重合開始剤系が感光するレーザー光等の光を照射
し、次いで、光カチオン重合開始剤系が感光する上記レーザー光とは別の波長の光を照射
する方法が用いられることになる。
【００５１】
（カチオン重合性化合物）
　上記カチオン重合性化合物としては、ラジカル重合性化合物の重合が比較的低粘度の組
成物中で行われることが好ましいという点から、室温で液状のものが好適に用いられる。
このようなカチオン重合性化合物としては、例えば、ジグリセロールジエーテル、ペンタ
エリスリトールポリジグリシジルエーテル、１，４－ビス（２，３－エポキシプロポキシ
パーフルオロイソプロピル）シクロヘキサン、ソルビトールポリグリシジルエーテル、１
，６－ヘキサンジオールグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエー
テル、フェニルグリシジルエーテル等を挙げることができる。
【００５２】
（ラジカル重合性化合物）
　上記ラジカル重合性化合物としては、分子中に少なくとも１つのエチレン性不飽和二重
結合を有するものが好ましい。また、本発明に用いられるラジカル重合性化合物の平均屈
折率は、上記カチオン重合性化合物の平均屈折率より大きいことが好ましく、なかでも０
．０２以上大きいことが好ましい。これは、ラジカル重合性化合物とカチオン重合性化合
物との屈折率の差によって、体積ホログラムが形成されることによるものである。したが
って、平均屈折率の差が上記値以下である場合には、屈折率変調が不十分となるからであ
る。本発明に用いられるラジカル重合性化合物としては、例えば、アクリルアミド、メタ
クリルアミド、スチレン、２－ブロモスチレン、フェニルアクリレート、２－フェノキシ
エチルアクリレート、２，３－ナフタレンジカルボン酸（アクリロキシエチル）モノエス
テル、メチルフェノキシエチルアクリレート、ノニルフェノキシエチルアクリレート、β
－アクリロキシエチルハイドロゲンフタレート等を挙げることができる。
【００５３】
（光ラジカル重合開始剤系）
　本発明に用いられる光ラジカル重合開始剤系としては、体積ホログラムを記録する際に
、第１露光によって活性ラジカルを生成し、該活性ラジカルがラジカル重合性化合物を重
合させることができるものであれば特に限定されるものではない。また、一般に光を吸収
する成分である増感剤と活性ラジカル発生化合物や酸発生化合物を組み合わせて用いても
よい。このような光ラジカル重合開始剤系における増感剤は可視レーザー光を吸収するた
めに色素のような有色化合物が用いられる場合が多いが、無色透明ホログラムとする場合
には、シアニン系色素の使用が好ましい。シアニン系色素は一般に光によって分解しやす
いため、本発明における後露光、または室内光や太陽光の下に数時間から数日放置するこ
とでホログラム中の色素が分解されて可視域に吸収を持たなくなり、無色透明な体積ホロ
グラムを得ることができるからである。
【００５４】
　上記シアニン系色素の具体例としては、アンヒドロ－３，３´－ジカルボキシメチル－
９－エチル－２，２´チアカルボシアニンベタイン、アンヒドロ－３－カルボキシメチル
－３´，９´－ジエチル－２，２´チアカルボシアニンベタイン、３，３´，９－トリエ
チル－２，２´－チアカルボシアニン・ヨウ素塩、３，９－ジエチル－３´－カルボキシ
メチル－２，２´－チアカルボシアニン・ヨウ素塩、３，３´，９－トリエチル－２，２
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´－（４，５，４´，５´－ジベンゾ）チアカルボシアニン・ヨウ素塩、２－［３－（３
－エチル－２－ベンゾチアゾリデン）－１－プロペニル］－６－［２－（３－エチル－２
－ベンゾチアゾリデン）エチリデンイミノ］－３－エチル－１，３，５－チアジアゾリウ
ム・ヨウ素塩、２－［［３－アリル－４－オキソ－５－（３－ｎ－プロピル－５，６－ジ
メチル－２－ベンゾチアゾリリデン）－エチリデン－２－チアゾリニリデン］メチル］３
－エチル－４，５－ジフェニルチアゾリニウム・ヨウ素塩、１，１´，３，３，３´，３
´－ヘキサメチル－２，２´－インドトリカルボシアニン・ヨウ素塩、３，３´－ジエチ
ル－２，２´－チアトリカルボシアニン・過塩素酸塩、アンヒドロ－１－エチル－４－メ
トキシ－３´－カルボキシメチル－５´－クロロ－２，２´－キノチアシアニンベタイン
、アンヒドロ－５，５´－ジフェニル－９－エチル－３，３´－ジスルホプロピルオキサ
カルボシアニンヒドロキシド・トリエチルアミン塩等が挙げられ、これらの１種または２
種以上を組み合わせて使用することができる。
【００５５】
　上記活性ラジカル発生化合物としては、例えば、ジアリールヨードニウム塩類、あるい
は２，４，６－置換－１，３，５－トリアジン類が挙げられる。高い感光性が必要なとき
は、ジアリールヨードニウム塩類の使用が特に好ましい。上記ジアリールヨードニウム塩
類の具体例としては、ジフェニルヨードニウム、４，４´－ジクロロジフェニルヨードニ
ウム、４，４´－ジメトキシジフェニルヨードニウム、４，４´－ジターシャリーブチル
ジフェニルヨードニウム、３，３´－ジニトロジフェニルヨードニウムなどのクロリド、
ブロミド、テトラフルオロボレート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアル
セネート、ヘキサフルオロアンチモネート、トリフルオロメタンスルホン酸塩、９，１０
－ジメトキシアントラセン－２－スルホン酸塩などが例示される。又２，４，６－置換－
１，３，５－トリアジン類の具体例としては、２－メチル－４，６－ビス（トリクロロメ
チル）ー１，３，５－トリアジン、２，４，６－トリス（トリクロロメチル）－１，３，
５－トリアジン、２－フェニル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリ
アジン、２，４－ビス（トリクロロメチル）－６－（ｐ－メトキシフェニルビニル）－１
，３，５－トリアジン、２－（４´－メトキシ－１´－ナフチル）－４，６－ビス（トリ
クロロメチル）－１，３，５－トリアジン等が挙げられる。
【００５６】
（光カチオン重合開始剤系）
　本発明に用いられる光カチオン重合開始剤系としては、体積ホログラムが記録される際
の第１露光に対しては低感光性で、第１露光と異なる波長の光を照射する後露光に感光し
てブレンステッド酸あるいはルイス酸を発生し、カチオン重合性化合物を重合させるよう
な開始剤系であれば特に限定されるものではない。なかでも本発明においては第１露光の
間はカチオン重合性化合物を重合させないものが用いられることが特に好ましい。このよ
うな光カチオン重合開始剤系としては、例えばジアリールヨードニウム塩類、トリアリー
ルスルホニウム塩類、鉄アレン錯体類等が挙げられる。ジアリールヨードニウム塩類で好
ましいものとしては上述した光ラジカル重合開始剤系で示したヨードニウムのテトラフル
オロボレート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアルセネート、ヘキサフル
オロアンチモネートなどが挙げられる。トリアリールスルホニウム塩類で好ましいものと
しては、トリフェニルスルホニウム、４－ターシャリーブチルトリフェニルスルホニウム
等が挙げられる。
【００５７】
（屈折率の測定方法）
　ここで、上記カチオン重合性化合物に光カチオン重合開始剤を加えることによって得ら
れる樹脂の屈折率は次のようにして測定することができる。すなわち、表面離型処理ＰＥ
Ｔフィルム（例えば、商品名「ＳＰ－ＰＥＴ」５０μｍ、トーセロ（株）製)へ上記カチ
オン重合性化合物に光カチオン重合開始剤を加えることによって得られる樹脂を、アプリ
ケータを用いて２０μｍ程度塗工し、熱乾燥させた後、紫外線照射をして硬化させる。次
に、カチオン重合性化合物＋光カチオン重合開始剤／表面離型処理ＰＥＴフィルムの層か
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ら表面離型処理ＰＥＴフィルムを剥離して、カチオン重合性化合物＋光カチオン重合開始
剤の単層を作製する。上記のように作製したカチオン重合性化合物＋光カチオン重合開始
剤の単層を、屈折率測定装置（アタゴ社製、多波長アッベ屈折計ＤＲ-Ｍ４）を用い、屈
折率補償液としてモノブロモナフタレンを使用して、測定波長５８９ｎｍにおける屈折率
を測定する。
　なお、ラジカル重合性化合物に光ラジカル重合開始剤を加えることによって得られる樹
脂についても、上記と同様の方法により屈折率を測定することができる。
【００５８】
（その他）
　第２の感光材料には、必要に応じてバインダー樹脂、熱重合防止剤、シランカップリン
グ剤、可塑剤、着色料等を併用してもよい。バインダー樹脂は、ホログラム形成前の組成
物の成膜性、膜厚の均一性を改善する場合や、レーザー光等の光の照射による重合で形成
された干渉縞を後露光までの間、安定に存在させるために使用される。バインダー樹脂は
、カチオン重合性化合物やラジカル重合性化合物と相溶性のよいものであればよく、例え
ば塩素化ポリエチレン、ポリメチルメタクリレート、メチルメタクリレートと他の（メタ
）アクリル酸アルキルエステルとの共重合体、塩化ビニルとアクリロニトリルの共重合体
、ポリ酢酸ビニル等が挙げられる。バインダー樹脂は、その側鎖又は主鎖にカチオン重合
性基等の反応性を有していてもよい。
【００５９】
（２）その他
　本発明に用いられる体積ホログラム層の厚みは、所定の体積ホログラムを形成すること
ができる範囲内であれば特に限定されるものではなく、上述した構成材料の種類に応じて
適宜調整することができる。なかでも本発明に用いられる体積ホログラム層の厚みは、１
μｍ～５０μｍの範囲内であることが好ましく、特に３μｍ～２５μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。
【００６０】
２－２：レリーフホログラム層
　本発明に用いられるレリーフホログラム層としては、一般的にレリーフ型ホログラムが
記録されたホログラム層として公知のものを用いることができる。このようなレリーフホ
ログラム層としては、例えば、フォトレジストにホログラム原画を露光して凹凸状のレリ
ーフ面を作製し、これを原版として、このレリーフ面にニッケルメッキを施して得られた
金型を合成樹脂などからなるホログラム形成層に合わせ加熱加圧により、凹凸状のホログ
ラム画像を成形したもの等を挙げることができる。
【００６１】
３．ヒートシール層
　次に本発明に用いられるヒートシール層について説明する。本発明に用いられるヒート
シール層は熱可塑性樹脂を含有するものであり、本発明のホログラム転写箔を用いてホロ
グラム積層体を製造する際に、ホログラム層と被転写体とを接着させる機能を有するもの
である。
　以下、本発明に用いられるヒートシール層について詳細に説明する。
【００６２】
　本発明に用いられる熱可塑性樹脂としては、本発明のホログラム転写箔からホログラム
層が転写される被転写体の種類に応じて、ホログラム層と被転写体とを接着できるもので
あれば特に限定されるものではない。このような熱可塑性樹脂としては、例えば、マレイ
ン酸変性塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂、塩化ビ
ニル－酢酸ビニル共重合樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、
エチレン－イソブチルアクリレート共重合樹脂、ブチラール樹脂、ポリ酢酸ビニルおよび
その共重合体樹脂、アイオノマー樹脂、酸変性ポリオレフィン系樹脂、アクリル系・メタ
クリル系などの（メタ）アクリル系樹脂、アクリル酸エステル系樹脂、エチレン・（メタ
）アクリル酸共重合体、エチレン・（メタ）アクリル酸エステル共重合体、ポリメチルメ
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タクリレート系樹脂、セルロース系樹脂、ポリビニルエーテル系樹脂、ポリウレタン樹脂
、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ビニル
系樹脂、マレイン酸樹脂、アルキッド樹脂、ポリエチレンオキサイド樹脂、ユリア樹脂、
メラミン樹脂、メラミン・アルキッド樹脂、シリコーン樹脂、ゴム系樹脂、スチレンブタ
ジエンスチレンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレンイソプレンスチレンブロック共重
合体（ＳＩＳ）、スチレンエチレンブチレンスチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）、ス
チレンエチレンプロピレンスチレンブロック共重合体（ＳＥＰＳ）等を挙げることができ
る。本発明においてはこれらのいずれの熱可塑性樹脂であっても好適に用いることができ
る。
【００６３】
　なお、本発明に用いられる熱可塑性樹脂は１種類のみであってもよく、あるいは、２種
類以上であってもよい。
【００６４】
　本発明に用いられるヒートシール層には、上記熱可塑性樹脂以外に他の添加剤が含まれ
ていてもよい。本発明に用いられる添加剤としては、例えば、分散剤、充填剤、可塑剤、
帯電防止剤等を挙げることができる。
【００６５】
　本発明に用いられるヒートシール層の厚みは特に限定されるものではなく、ホログラム
層箔の種類や、本発明のホログラム転写箔を用いてホログラム層が転写される被転写体の
種類等によって適宜選択されるものであるが、通常、０．３μｍ～５０μｍの範囲内であ
ることが好ましく、なかでも０．５μｍ～２５μｍの範囲内であることが好ましい。厚み
が上記範囲よりも薄いと被転写体との接着性が不十分になってしまう可能性があるからで
ある。また上記範囲よりも厚いと、本発明のホログラム転写箔からホログラム層を転写す
る際に、ヒートシール層を加熱する温度が高くなりすぎてしまい、基材等に損傷が生じて
しまう可能性があるからである。
【００６６】
４．基材
　次に、本発明に用いられる基材について説明する。本発明に用いられる基材は、上述し
た画像形成層、ホログラム層およびヒートシール層を支持する機能を有するものである。
【００６７】
　本発明に用いられる基材としては、上記ホログラム層およびヒートシール層を支持でき
るものであれば特に限定されるものではない。このような基材の具体例としては、例えば
、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリフッ化エチレン系フィルム、ポ
リフッ化ビニリデンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、
エチレン－ビニルアルコール共重合体フィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリメ
チルメタクリレートフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルエーテルケ
トンフィルム、ポリアミドフィルム、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビ
ニルエーテル共重合体フィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム等のポリエステル
フィルム、ポリイミドフィルム等の樹脂フィルム等を挙げることができる。
【００６８】
　また、本発明に用いられる基材の厚みは、本発明によって製造されるホログラム積層体
の用途や種類等に応じて適宜選択されるものであるが、通常２μｍ～２００μｍ、好まし
くは１０μｍ～５０μｍの範囲内とされる。
【００６９】
５．任意の構成
　本発明のホログラム転写箔は少なくとも上記基材、画像形成層、ホログラム層、および
、ヒートシール層を有するものであるが、必要に応じてこれら以外の他の任意の構成を用
いることができる。本発明に用いられる任意の構成は特に限定されるものではなく、本発
明のホログラム転写箔を用いて製造するホログラム積層体の用途等に応じて適宜選択して
用いることができる。なかでも本発明に好適に用いられる任意の構成としては、上記基材
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と上記ホログラム層との間に形成される剥離性保護層を挙げることができる。
【００７０】
　本発明のホログラム転写箔に剥離性保護層が用いられる場合について図を参照しながら
説明する。図２は本発明のホログラム転写箔に剥離性保護層が用いられている場合の一例
を示す概略断面図である。図２に例示するように、本発明のホログラム転写箔１０’は、
基材１と、ホログラム層３との間に剥離性保護層５が形成されていてもよい。
　ここで、上記剥離性保護層５が形成されている態様としては、図２（ａ）に例示するよ
うにホログラム層３と、画像形成層２との間に形成されている態様であってもよく、ある
いは、図２（ｂ）に例示するように画像形成層２と基材１との間に形成されている態様で
あってもよい。
【００７１】
　本発明のホログラム転写箔に剥離性保護層が用いられることにより、次の２つの点にお
いて有利な効果が得られる。
　まず第１に、上記剥離性保護層が用いられることにより、基材とホログラム層とを接着
力を任意の範囲に調整することができるため、本発明のホログラム転写箔からホログラム
層を転写させる際に、ホログラム層の基材からの剥離性を向上させることができる。
　第２に、上記剥離性保護層が用いられることにより、本発明のホログラム転写箔を用い
て被転写体にホログラム層を転写した際に、ホログラム層の表面を剥離性保護層によって
覆うことができるため、転写されたホログラム層を剥離性保護層によって保護することが
できる。
【００７２】
　本発明に用いられる剥離性保護層に用いられる材料としては、例えばポリメチルアクリ
レート、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系およびメタアクリル系樹脂、ポリ塩化
ビニル樹脂、セルロース樹脂、シリコーン樹脂、塩化ゴム、カゼイン、各種界面活性剤、
金属酸化物等の１種または２種以上混合したもの等を挙げることができる。
【００７３】
　また本発明に用いられる剥離性保護層には、紫外線吸収剤が含まれていることが好まし
い。これは次のような理由に基づくものである。すなわち、剥離性保護層が形成されてい
る場合、本発明のホログラム転写箔を用いて作製されるホログラム積層体においては、ホ
ログラム層上に剥離性保護層が配置されることになる。ここで、上述したようにホログラ
ム層には光重合性材料が用いられることから、当該ホログラム層に紫外線が照射されると
ホログラム層が経時で劣化してしまうという問題点がある。しかしながら、ホログラム層
上に配置された剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれていることにより、このようなホロ
グラム層の紫外線劣化を防止することができるからである。
【００７４】
　なお、上記画像形成層として上述した蛍光画像形成層が用いられている場合、当該蛍光
画像形成層は紫外線が照射されることによって画像を発現する機能を有するものであるた
め、上記剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれると画像の発現性が阻害されるおそれがあ
る。したがって、上記蛍光画像形成層が用いられている場合は、剥離性保護層が上記ホロ
グラム層と上記画像形成層との間に形成されている場合に限って、上記紫外線吸収剤が含
まれることが好ましい。
【００７５】
　本発明に用いられる紫外線吸収剤としては、所望の波長の紫外線を吸収できるものであ
れば特に限定されるものではない。このような紫外線吸収材料としては、例えば、有機系
紫外線吸収剤、反応性紫外線吸収剤、および無機系紫外線吸収剤を挙げることができる。
【００７６】
　上記有機系紫外線吸収剤としては、サリシレート系、ペンゾフェノン系、ペンゾトリア
ゾール系、置換アクリロニトリル系、ニッケルキレート系、ヒンダートアミン系等の紫外
線吸収剤が挙げられる。
【００７７】
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　上記反応性紫外線吸収剤としては、上記有機系紫外線吸収剤に、たとえばビニル基やア
クリロイル基、メタクロイル基等の付加重合性二重結合、あるいはアルコール性水酸基、
アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、イソシアネート基等を導入したものを樹脂バイ
ンダーに反応固定して使用する。反応固定する方法として従来公知のモノマー、オリゴマ
ー、または反応性重合体の樹脂成分と上記のような付加重合性二重結合を有する反応性紫
外線吸収剤とをラジカル重合することにより共重合体とすることができる。また、反応性
紫外線吸収剤が水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エボキシ基、イソシアネート基を有
する場合には、上記の反応性基と反応性を有する熱可塑性樹脂を使用し、必要に応じて触
媒を用いて、熱等によって反応性紫外線吸収剤を熱可塑性樹脂に反応固定することができ
る。
【００７８】
　また、上記無機系紫外線吸収剤としては、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリウム、酸化
鉄の微粒子が挙げられ、適時バインダーに分散して使用することができる。
【００７９】
　上記剥離性保護層以外に、本発明に用いられる任意の構成としては、例えば、ホログラ
ム層とヒートシール層との接着性、あるいは、ホログラム層と、上記剥離性保護層との接
着性を向上させるために用いられるプライマー層を挙げることができる。このようなプラ
イマー層としては、例えば、ポリウレタン、ポリエステル、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ
酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂、ポリビニルアルコ
ール系樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレンと酢酸ビニルあるいはアクリル酸等と
の共重合体、エポキシ樹脂等が用いられたものを挙げることができる。
【００８０】
　また本発明においては上記任意の構成として、上記ホログラム層とヒートシール層との
間にバリア層が形成されてもよい。ホログラム層に用いられる感光材料やヒートシール層
に用いられる熱可塑樹脂の組み合わせによっては、経時的にホログラム層から他の層への
低分子量成分の移行が起こり、これに起因してホログラム層に記録された体積ホログラム
の再生波長が青側（短波長側）に移行してしまう場合があるが、バリア層を設けることに
よって、このような問題を解消することができるからである。
【００８１】
　バリア層に用いられる材料としては、所望のバリア性を発現できる材料であれば特に限
定されるものではないが、通常、透明性有機樹脂材料が用いられる。本発明に用いられる
透明性有機樹脂材料としては、例えば、無溶剤系の３官能以上、好ましくは６官能以上の
、紫外線や電子線等の電離放射線に反応する電離放射線硬化性エポキシ変性アクリレート
樹脂、ウレタン変性アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂等を挙げることが
できる。
【００８２】
６．ホログラム転写箔
　本発明のホログラム転写箔は、ホログラム層と画像形成層とを併有することにより、偽
造防止機能に優れたホログラム積層体を作製することができるものであるが、本発明にお
いては上記ホログラム層に記録されたホログラムの画像と、上記画像形成層に形成された
画像とが一部重なっていることが好ましい。これにより、本発明のホログラム転写箔を用
いて作製したホログラム積層体において、上記ホログラム層のホログラムを、上記画像形
成層に形成された画像によって一部覆うようにすることができる。このため、コピーを行
おうとしても画像形成層の画像があるために、ホログラムの複製ができないという（画像
もホログラムとして記録される）割印効果によって、偽造防止効果を向上させることがで
きるからである。
【００８３】
　ここで、本発明において上記ホログラムの画像と上記画像とが「一部重なっている」と
は、本発明のホログラム転写箔を平面方向から正視した場合に、ホログラム層に記録され
たホログラムが、上記ホログラム層上に形成された画像形成層の画像によって一部覆われ
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ていることを意味するものである。図７は、本発明において上記ホログラムの画像と上記
画像とが「一部重なっている」場合の一例を示す概略図である。図７（ａ）は、本発明の
ホログラム転写箔を平面方向から正視した場合の概略図であり、図７（ｂ）は上記図７（
ａ）におけるＸ－Ｘ’線矢視断面図である。図７に例示するように、本発明のホログラム
転写箔においては、ホログラム層３に記録されたホログラムが、上記ホログラム層３上に
形成された画像形成層２の画像によって一部覆われていることを意味するものである。
【００８４】
７．ホログラム転写箔の製造方法
　本発明のホログラム転写箔の製造方法としては、基材上に画像形成層、ホログラム層お
よびヒートシール層を順次積層する方法を用いることもできるが、なかでも次のような製
造方法が好適に用いられる。
　すなわち、本発明のホログラム転写箔を製造する方法としては、任意の基板上にホログ
ラム層が形成された第１積層体と、上記基材上に画像形成層が形成された第２積層体とを
用い、上記ホログラム層と、上記画像形成層とが接するように第１積層体および第２積層
体を接着させる接着工程と、上記第１積層体の基板を剥離した後にヒートシール層を形成
するヒートシール層形成工程とからなる製造方法が好適に用いられる。
【００８５】
　このような製造方法について図を参照しながら具体的に説明する。図３は本発明のホロ
グラム転写箔の好適な製造方法の一例を示す概略図である。図３に例示するように、本発
明のホログラム転写箔は、任意の基板１１上にホログラム層３が形成された第１積層体２
１と、上記基材１上に画像形成層２が形成された第２積層体２２とを用い（図３（ａ））
、上記ホログラム層３と、上記画像形成層２とが接するように第１積層体２１および第２
積層体２２を接着させる接着工程と（図３（ｂ））、上記第１積層体２１の基板１１を剥
離した後にヒートシール層４を形成するヒートシール層形成工程と（図３（ｃ））、から
なる製造方法が好適に用いられる。
【００８６】
Ｂ．ホログラム積層体
　次に、本発明のホログラム積層体について説明する。本発明のホログラム積層体は、被
転写体と、上記被転写体上に形成され、熱可塑性樹脂を含有するヒートシール層と、上記
ヒートシール層上に形成され、ホログラムが記録されたホログラム層と、上記ホログラム
層上に形成され、画像が形成された画像形成層とを有することを特徴とするものである。
【００８７】
　このような本発明のホログラム積層体について図を参照しながら説明する。図４は本発
明のホログラム積層体の一例を示す概略断面図である。図４に例示するように、本発明の
ホログラム積層体３０は、被転写体３１と、上記被転写体３１上に形成され、熱可塑性樹
脂を含有するヒートシール層４と、上記ヒートシール層４上に形成され、ホログラムが記
録されたホログラム層３と、上記ホログラム層３上に形成され、画像が形成された画像形
成層２とを有するものである。
【００８８】
　本発明によれば、上記ホログラム層に加えて、上記画像形成層が用いられていることに
より、より偽造防止機能に優れたホログラム積層体を得ることができる。
　また本発明によれば、上記画像形成層が上記ホログラム層上に形成されていることから
、画像形成層と被転写体とが接することを防止することができる。このため、例えば、被
転写体に使用されている化合物の作用により上記画像形成層の画像が劣化されることがな
く、上記画像形成層の耐久性に優れたホログラム積層体を得ることができる。
【００８９】
　本発明のホログラム積層体は、少なくとも上記被転写体、ヒートシール層、ホログラム
層および画像形成層を有するものであり、必要に応じて他の任意の構成が用いられてもよ
いものである。
　以下、本発明のホログラム積層体に用いられる各構成について順に説明する。
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【００９０】
　なお、本発明に用いられるヒートシール層、画像形成層およびホログラム層については
、上記「Ａ．ホログラム転写箔」の項において説明したものと同様であるため、ここでの
説明は省略する。
【００９１】
１．被転写体
　まず、本発明に用いられる被転写体について説明する。本発明に用いられる被転写体と
しては、上記ヒートシール層を介してホログラム層と接着させることが可能なものであれ
ば特に限定されるものではなく、本発明のホログラム積層体の用途等に応じて任意に選択
して用いることができる。このような被転写体としては、例えば、例えば、パスポート、
冊子や商品券などに使われる紙やＩＤカードなどの各種カード、フィルム、布、金属、ガ
ラス等を挙げることができる。
【００９２】
２．任意の構成
　本発明のホログラム積層体は少なくとも上記被転写体、画像形成層、ホログラム層およ
びヒートシール層を有するものであるが、本発明には必要に応じてこれら以外の他の任意
の構成を用いることができる。本発明に用いられる任意の構成は特に限定されるものでは
なく、本発明のホログラム積層体の用途等に応じて適宜選択して用いることができる。な
かでも本発明に好適に用いられる任意の構成としては、上記ホログラム層上に形成される
剥離性保護層を挙げることができる。
【００９３】
　本発明のホログラム転写箔に剥離性保護層が用いられる場合について図を参照しながら
説明する。図５は本発明のホログラム積層体に剥離性保護層が用いられている場合の一例
を示す概略断面図である。図５に例示するように、本発明のホログラム積層体３０’は、
上記ホログラム層３上に剥離性保護層５が形成されていてもよい。
　ここで、上記剥離性保護層５が形成されている態様としては、図５（ａ）に例示するよ
うに、上記画像形成層２とホログラム層３との間に形成されている態様であってもよく、
あるいは、図５（ｂ）に例示するように、上記画像形成層２上に形成されている態様であ
ってもよい。
【００９４】
　本発明のホログラム積層体に剥離性保護層が用いられる場合、当該剥離性保護層には紫
外線吸収剤が含まれることが好ましい。剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれていること
により、ホログラム層の紫外線によって経時劣化してしまうことを防止できるからである
。
【００９５】
　なお、上記画像形成層として上述した蛍光画像形成層が用いられている場合、当該蛍光
画像形成層は紫外線が照射されることによって画像を発現する機能を有するものであるた
め、上記剥離性保護層に紫外線吸収剤が含まれると画像の発現性が阻害されるおそれがあ
る。したがって、上記蛍光画像形成層が用いられている場合は、剥離性保護層が上記ホロ
グラム層と上記画像形成層との間に形成されている場合に限って、上記紫外線吸収剤が含
まれることが好ましい。
【００９６】
　ここで、本発明に用いられる剥離性保護層に用いられる材料や、上記紫外線吸収剤につ
いては、上記「Ａ．ホログラム転写箔」の項において説明したものと同様であるため、こ
こでの説明は省略する。
【００９７】
　また、本発明に用いられる任意の構成としては、上記剥離性保護層以外に上述したプラ
イマー層やバリア層なども用いることができる。
【００９８】
３．ホログラム積層体
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　本発明のホログラム積層体は、ホログラム層と画像形成層とを併有することにより、偽
造防止機能に優れるものであるが、本発明においては上記ホログラム層に記録されたホロ
グラムの画像と、上記画像形成層に形成された画像とが一部重なっていることが好ましい
。これにより上記ホログラム層のホログラムを上記画像形成層に形成された画像によって
一部覆うようにすることができる。このため、コピーを行おうとしても画像形成層の画像
があるために、ホログラムの複製ができないという（画像もホログラムとして記録される
）割印効果によって、偽造防止効果を向上させることができるからである。
【００９９】
　ここで、本発明において上記ホログラムの画像と上記画像とが「一部重なっている」と
は、本発明のホログラム転写箔を平面方向から正視した場合に、ホログラム層に記録され
たホログラムが、上記ホログラム層上に形成された画像形成層の画像によって一部覆われ
ていることを意味するものである。図７は、本発明において上記ホログラムの画像と上記
画像とが「一部重なっている」場合の一例を示す概略図である。図７（ａ）は、本発明の
ホログラム転写箔を平面方向から正視した場合の概略図であり、図７（ｂ）は上記図７（
ａ）におけるＸ－Ｘ’線矢視断面図である。図７に例示するように、本発明のホログラム
転写箔においては、ホログラム層３に記録されたホログラムが、上記ホログラム層３上に
形成された画像形成層２の画像によって一部覆われていることを意味するものである。
【０１００】
　また、本発明の体積ホログラム積層体は、上記被転写体、ヒートシール層、体積ホログ
ラム層、および画像形成層を有するものであることから、上記被転写体に予め記録されて
いた諸情報に加え、体積ホログラムおよび画像形成層に基づく画像等の情報がさらに追加
されたものになる。
　このような本発明の体積ホログラム積層体について、図を参照しながら具体的に説明す
る。図９は本発明の体積ホログラム積層体および本発明に用いられる被転写体の具体例を
示す概略図である。図９（ａ）に例示するように、本発明に用いられる被転写体としては
、予め顔画像情報、文字情報、および図画情報等のあらゆる情報が記録されたものを用い
ることができる。そして、図９（ｂ）に例示するように、本発明の体積ホログラム積層体
は、上記図９（ａ）に例示した被転写体に、体積ホログラム層、光学可変画像形成層、お
よび蛍光画像形成層が転写されることによってさらに情報が記録されたものになる。
【０１０１】
３．ホログラム積層体の製造方法
　本発明のホログラム積層体は、一般的に公知の方法によって製造することができる。本
発明のホログラム積層体の製造方法の具体例としては、例えば、上記本発明に係るホログ
ラム転写箔を用い、上記ホログラム転写箔のヒートシール層上に被転写体を接着させる被
転写体接着工程と、上記ホログラム転写箔の基材を剥離する基材剥離工程と、からなる方
法を挙げることができる。
【０１０２】
　このような本態様のホログラム積層体について図を参照しながら説明する。図６は本態
様のホログラム積層体の製造方法について、その一例を示す概略図である。図６に例示す
るように、本態様のホログラム積層体の製造方法は、上記本発明に係るホログラム転写箔
１０を用い（図６（ａ））、上記ホログラム転写箔６のヒートシール層４上に被転写体３
１を接着させる被転写体接着工程（６（ｂ））と、上記ホログラム転写箔１０の基材１を
剥離する基材剥離工程と（図６（ｃ））、を有することを特徴とするものである。
【０１０３】
　上記被転写体接着工程において、上記ヒートシール層上に被転写体を接着する方法とし
ては、被転写体の所定の位置にヒートシール層を接着できる方法であれば特に限定される
ものではないが、通常はヒートシール層を加熱することにより上記被転写体を接着する方
法が用いられる。本工程においてヒートシール層を加熱する手段としては、所望の領域の
みを所定の温度に過熱できる方法であれば特に限定されるものではない。このようは方法
としては、加熱ローラーを用いる方法や、熱プレス、ホットスタンプ等を挙げることがで
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きる。本工程においてはこれらのいずれの加熱手段であっても好適に用いることができる
。
【０１０４】
　また、上記基材剥離工程において基材を剥離する方法としては、上記被転写体と接着さ
れた領域のみの基材を剥離することができる方法であれば特に限定されるものではない。
通常は、ホログラム転写箔を被転写体から物理的に引き離すことによって剥離する方法が
用いられる。
【０１０５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１０６】
１．実施例１
（第１積層体）
　第１のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、ホログラム形成材料として、下記組成からなる体積ホログラム記録材
料を、乾燥膜厚７μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離型処理Ｐ
ＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）　トーセロ（株）製）をラミネートし
、第１積層体を作製した。
【０１０７】
＜体積ホログラム記録材料の組成＞
・バインダー樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
・３，９－ジエチル－３‘－カルボキシルメチル－２，２’－チアカルボシアニン沃素塩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　６重量部
・２，２－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０重量部
・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル　　　　　　　８０重量部
・フッ素系微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８重量部
・溶剤（メチルイソブチルケトン／ｎ－ブタノール＝１／１（重量比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
【０１０８】
（画像形成層の形成）
　第２のフィルムとして表面離型処理ＰＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ　５０μｍ
、トーセロ（株）製）を準備し、上記表面離型処理ＰＥＴフィルムに帝国インキ製造（株
）製１３－ＢＬインキ　ＢＬブルーを印刷し、６０℃３０分で乾燥を行なった。次にＢＬ
グリーンを印刷し、６０℃３０分で乾燥し、さらにＢＬレッドを印刷し、６０℃３０分で
乾燥した。いずれも乾燥膜厚５μｍとなるようにスクリーン印刷にて印刷した。
【０１０９】
（体積ホログラムの記録）
　第１のフィルム／体積ホログラム記録用材料の層／表面離型処理ＰＥＴフィルムの積層
体に波長；５３２ｎｍのレーザー光を用いて体積型ホログラムを撮影し記録した。記録後
、この積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥＴフィ
ルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第２のフィルム／画像形成
層の画像形成面側が接するようにして重ね、ニップした８０℃の熱ローラー対の間を通過
させて、第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムの積層体を得
た後、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して
、体積ホログラム記録用材料の層の定着を行った。
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【０１１０】
（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムから
、第１フィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成からなる材料を、
乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離形処理ＰＥＴフ
ィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製）をラミネートし、転写
箔の作製を行なった。
【０１１１】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１１２】
２．実施例２
（第１積層体）
　第１のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、ホログラム形成材料として、下記組成からなる体積ホログラム記録材
料を、乾燥膜厚７μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離型処理Ｐ
ＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製)をラミネートし
、第１積層体を作製した。
【０１１３】
＜体積ホログラム記録材料の組成＞
・バインダー樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００））　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
・３，９－ジエチル－３‘－カルボキシルメチル－２，２’－チアカルボシアニン沃素塩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　６重量部
・２，２－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０重量部
・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル　　　　　　　８０重量部
・フッ素系微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８重量部
・溶剤（メチルイソブチルケトン／ｎ－ブタノール＝１／１（重量比）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
【０１１４】
（画像形成層の形成）
　第２のフィルムとして表面離型処理ＰＥＴフィルム(商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ
）、トーセロ（株）製)を準備し、上記表面離型処理ＰＥＴフィルムに帝国インキ製造（
株）製　ＵＶ　ＰＡＬ　ＢＬインキを乾燥膜厚５μｍになるように印刷し、８０Ｗ／ｃｍ
２メタルハライドランプにおいて、約２５０ｍＪ／ｃｍ２でＵＶ照射を行なった。
【０１１５】
（体積ホログラムの記録）
　第１のフィルム／体積ホログラム記録用材料の層／表面離型処理ＰＥＴフィルムの積層
体に波長；５３２ｎｍのレーザー光を用いて体積型ホログラムを撮影し記録した。記録後
、この積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥＴフィ
ルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第2のフィルム／画像形成
層の画像形成面側が接するようにして重ね、ニップした８０℃の熱ローラー対の間を通過
させて、第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムの積層体を得
た後、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して
、体積ホログラム記録用材料の層の定着を行った。
【０１１６】
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（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムから
、第１のフィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成からなる材料を
、乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離形処理ＰＥＴ
フィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）　トーセロ（株）製）をラミネートし、転
写箔の作製を行なった。
【０１１７】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１１８】
３．実施例３
（第１積層体）
　第１のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、ホログラム形成材料として、下記組成からなる体積ホログラム記録材
料を、乾燥膜厚７μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離型処理Ｐ
ＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）　トーセロ（株）製)をラミネートし
、第１積層体を作製した。
【０１１９】
＜体積ホログラム記録材料の組成＞
・バインダー樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
・３，９－ジエチル－３‘－カルボキシルメチル－２，２’－チアカルボシアニン沃素塩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　　６重量部
・２，２－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０重量部
・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル　　　　　　　　８０重量部
・フッ素系微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８重量部
・溶剤（メチルイソブチルケトン／ｎ－ブタノール＝１／１（重量比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
【０１２０】
（画像形成層の形成）
　第２のフィルムとして表面離型処理ＰＥＴフィルム(商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ
）トーセロ（株）製)を準備し、上記表面離型処理ＰＥＴフィルム上にＡＣＴ（Ｎ）偏光
パールインキをスクリーン印刷にて乾燥膜厚５μｍになるように印刷した。２０℃にて１
０分間自然乾燥の後、ＡＣＴ（Ｎ）７１０墨をスクリーン印刷にて乾燥膜厚５μｍになる
ように印刷した。次いで２０℃にて１０分間自然乾燥を行なった。
【０１２１】
（体積ホログラムの記録）
　第１のフィルム／体積ホログラム記録用材料の層／表面離型処理ＰＥＴフィルムの積層
体に波長；５３２ｎｍのレーザー光を用いて体積型ホログラムを撮影し記録した。記録後
、この積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥＴフィ
ルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第２のフィルム／画像形成
層の画像形成面側が接するようにして重ね、ニップした８０℃の熱ローラー対の間を通過
させて、第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムの積層体を得
た後、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して
、体積ホログラム記録用材料の層の定着を行った。
【０１２２】
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（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第1のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムから
、第１フィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成からなる材料を、
乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離形処理ＰＥＴフ
ィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製）をラミネートし、転写
箔の作製を行なった。
【０１２３】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１２４】
４．実施例４
（基材／剥離性保護層の第２積層体)
　第２のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、剥離性保護層として、下記組成からなる材料を、乾燥膜厚１μｍとな
るようにグラビアコートにて塗工した。
【０１２５】
＜剥離性保護層形成用材料の組成＞
・ポリメチルメタクリレート樹脂（分子量；１０００,０００）　　　９７重量部
・ポリエチレンワックス（分子量；１００００、平均粒径；５μｍ）　３重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　４００重量部
【０１２６】
（画像形成層の形成）
　上記第２のフィルム／剥離性保護層上に帝国インキ製造（株）製１３－ＢＬインキ　Ｂ
Ｌブルーを印刷し、６０℃３０分で乾燥を行なった。次にＢＬグリーンを印刷し、６０℃
３０分で乾燥し、さらにＢＬレッドを印刷し、６０℃３０分で乾燥した。いずれも乾燥膜
厚５μｍとなるようにスクリーン印刷にて印刷した。
【０１２７】
（第１積層体）
　第１のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、ホログラム形成材料として、下記組成からなる体積ホログラム記録材
料を、乾燥膜厚７μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離型処理Ｐ
ＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）　トーセロ（株）製)をラミネートし
、第１積層体を作製した。
【０１２８】
＜体積ホログラム記録材料の組成＞
・バインダー樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００））　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
・３，９－ジエチル－３‘－カルボキシルメチル－２，２’－チアカルボシアニン沃素塩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　　６重量部
・２，２－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパン　　８０重量部
・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル　　　　　　　　８０重量部
・フッ素系微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８重量部
・溶剤（メチルイソブチルケトン／ｎ－ブタノール＝１／１（重量比）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
【０１２９】
（体積ホログラムの記録）
　第１のフィルム／体積ホログラム記録用材料の層／表面離型処理ＰＥＴフィルムの積層
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体に波長；５３２ｎｍのレーザー光を用いて体積型ホログラムを撮影し記録した。記録後
、この積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥＴフィ
ルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第２のフィルム／剥離性保
護層／画像形成層の画像形成面側が接するようにして重ね、ニップした８０℃の熱ローラ
ー対の間を通過させて、第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／剥離性保護層
／第２のフィルムの積層体を得た後、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００ｍ
Ｊ／ｃｍ２の紫外線を照射して、体積ホログラム記録用材料の層の定着を行った。
【０１３０】
（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／剥離性保護層／第２
のフィルムから、第1フィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成か
らなる材料を、乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離
形処理ＰＥＴフィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製）をラミ
ネートし、転写箔の作製を行なった。
【０１３１】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１３２】
５．実施例５
（画像形成層の形成）
　第２のフィルム（表面離型処理ＰＥＴフィルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）　
トーセロ（株）製))上に帝国インキ製造（株）製１３－ＢＬインキ　ＢＬブルーを印刷し
、６０℃３０分で乾燥を行なった。次にＢＬグリーンを印刷し、６０℃３０分で乾燥し、
さらにＢＬレッドを印刷し、６０℃３０分で乾燥した。いずれも乾燥膜厚５μｍとなるよ
うにスクリーン印刷にて印刷した。
【０１３３】
（基材／画像形成層／剥離性保護層の第２積層体)
　上記、第２のフィルム／画像形成層上の画像形成面上に、紫外線吸収剤入り剥離性保護
層として、下記組成からなる材料を、乾燥膜厚１μｍとなるようにグラビアコートにて塗
工した。
【０１３４】
＜剥離性保護層形成用材料の組成＞
・ポリメチルメタクリレート樹脂（分子量；１０００,０００）　　　９７重量部
・ポリエチレンワックス（分子量；１００００、平均粒径；５μｍ）　３重量部
・ベンゾフェノン変性ポリメチルメタクリレート　　　　　　　　　１５重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　４００重量部
【０１３５】
（第１積層体）
　第１のフィルムとしてＰＥＴフィルム（ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（株）製）
を準備し、ホログラム形成材料として、下記組成からなる体積ホログラム記録材料を、乾
燥膜厚７μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離型処理ＰＥＴフィ
ルム（商品名　ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製)をラミネートし、第１積
層体を作製した。
【０１３６】
＜体積ホログラム記録材料の組成＞
・バインダー樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
・３，９－ジエチル－３‘－カルボキシルメチル－２，２’－チアカルボシアニン沃素塩
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５重量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　６重量部
・２，２－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパン　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０重量部
・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル　　　　　　　８０重量部
・フッ素系微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８重量部
・溶剤（メチルイソブチルケトン／ｎ－ブタノール＝１／１（重量比）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
【０１３７】
（体積ホログラムの記録）
　第１のフィルム／体積ホログラム記録用材料の層／表面離型処理ＰＥＴフィルムの積層
体に波長；５３２ｎｍのレーザー光を用いて体積型ホログラムを撮影し記録した。記録後
、この積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥＴフィ
ルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第２のフィルム／画像形成
層／剥離性保護層の剥離性保護層側が接するようにして重ね、ニップした８０℃の熱ロー
ラー対の間を通過させて、第１のフィルム／体積ホログラム層／剥離性保護層／画像形成
層／第２のフィルムの積層体を得た後、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００
ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して、体積ホログラム記録用材料の層の定着を行った。
【０１３８】
（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第１のフィルム／体積ホログラム層／剥離性保護層／画像形成層／第２
のフィルムから、第１フィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成か
らなる材料を、乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離
形処理ＰＥＴフィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）、トーセロ（株）製）をラミ
ネートし、転写箔の作製を行なった。
【０１３９】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比))　　　　８０重量部
【０１４０】
６．実施例６
（画像形成層と体積ホログラム層とのラミネート）
　体積ホログラムの記録までは実施例１と同様の方法を実施した。次に、体積ホログラム
が記録された積層体を１００℃の雰囲気中で１０分間加熱し、加熱後表面離型処理済ＰＥ
Ｔフィルムを剥離して露出させた体積ホログラム記録用材料の層に、第２のフィルム／画
像形成層の画像形成面側が接し、かつ画像形成層の画像と体積ホログラムの画像とが部分
的に、もしくは全面重なるようにして、ニップした８０℃の熱ローラー対の間を通過させ
て、第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムの積層体を得た後
、高圧水銀灯を用いて、全面に照射線量；２５００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して、体
積ホログラム記録用材料の層の定着を行った（図７（ａ）、(ｂ）)。
【０１４１】
（ヒートシール層の塗工）
　上記で作製した第１のフィルム／体積ホログラム層／画像形成層／第２のフィルムから
、第１フィルムを剥離して露出させた体積ホログラムの層上に下記組成からなる材料を、
乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗工し、塗工面に表面離形処理ＰＥＴフ
ィルム（商品名　ＳＰ-ＰＥＴ（５０μｍ）　トーセロ（株）製）をラミネートし、転写
箔の作製を行なった。
【０１４２】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
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・ポリエステル樹脂（商品名　バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子
量２８０００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１４３】
７．実施例７
（レリーフ型ホログラム原版の作製）
　本実施例では、特開平１１－２４５３９号公報に基づき、レリーフ型ホログラムとして
、計算機ホログラムを作製した。
　計算機により干渉縞データを計算し、その干渉縞データに基づいて描画用矩形データを
生成し、その描画用矩形データによって、ガラス基板上に電子線描画にて、微細矩形パタ
ーンを描画してレリーフ型ホログラム用原版を作製した。
【０１４４】
（基材／剥離性保護層の第２積層体)
　第２のフィルムとしてＰＥＴフィルム（商品名　ルミラーＴ６０（５０μｍ）：東レ（
株）製）を準備し、剥離性保護層として、下記組成からなる材料を、乾燥膜厚１μｍとな
るようにグラビアコートにて塗工した。
【０１４５】
＜剥離性保護層形成用材料の組成＞
・ポリメチルメタクリレート樹脂（分子量；１０００,０００）　　　９７重量部
・ポリエチレンワックス（分子量；１００００、平均粒径；５μｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００重量部
【０１４６】
（画像形成層の形成）
上記、第２のフィルム／剥離性保護層上に帝国インキ製造（株）製１３－ＢＬインキ　Ｂ
Ｌブルーを印刷し、６０℃３０分で乾燥を行なった。次にＢＬグリーンを印刷し、６０℃
３０分で乾燥し、さらにＢＬレッドを印刷し、６０℃３０分で乾燥した。いずれも乾燥膜
厚５μｍとなるようにスクリーン印刷にて印刷した。
【０１４７】
（レリーフ型ホログラムの形成）
上記、第２のフィルム／剥離性保護層／画像形成層上に、下記組成から成る紫外線硬化組
成物を滴下し、これに、上記レリーフホログラム原版を重ね合わせた後、高圧水銀灯を用
いて６００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）の紫外線を照射して、紫外線硬化組成物を硬化さ
せた。その後、レリーフ型ホログラム原版を剥離した。引き続き、真空蒸着法によりアル
ミニウム層を、上記紫外線硬化組成物面上へ蒸着して反射型のレリーフ型ホログラムを形
成した。
【０１４８】
<紫外線硬化組成物>
・ゴーセラックＵＶ－７５００Ｂ（日本合成化学）　　　　　　　　３５重量部
・１，６ヘキサンジオールジアクリレート（東亞合成化学）　　　　３５重量部
ジペンタエリスリトールトリアクリレート（東亞合成化学）　　　　１０重量部
・ビニルピロリドン（東亞合成化学）　　　　　　　　　　　　　　１５重量部
・１ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン（チバガイギー）　　　２重量部
・ベンゾフェノン（日本化薬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２重量部
・ＴＳＦ４４４０（ＧＥ東芝シリコーン）　　　　　　　　　　　　　１重量部
【０１４９】
（ヒートシール層の塗工：）
　上記で作製した第２のフィルム／剥離性保護層／画像形成層／レリーフホログラム層／
蒸着層上に下記組成からなる材料を、乾燥膜厚４μｍとなるようにグラビアコートにて塗



(26) JP 5382190 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

工し、塗工面に表面離形処理ＰＥＴフィルム（「ＳＰ-ＰＥＴ」５０μｍ、トーセロ（株
）製）をラミネートし、転写箔の作製を行なった（図８）。
【０１５０】
＜ヒートシール層形成用材料の組成＞
・ポリエステル樹脂（バイロン５５０　ＴＯＹＯＢＯ製　Ｔｇ：－１５℃　分子量２８０
００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１（重量比））　　　　８０重量部
【０１５１】
８．実施例８
　画像形成層の形成を以下の工程で行った以外は実施例４と同様の方法により体積ホログ
ラム転写箔を作製した。
【０１５２】
（蛍光画像形成層用転写フィルムの作製）
　厚さ６μｍのポリエチレンテレフタレートの透明基材の表面に下記の耐熱滑性層材料を
０．５μmとなるようにグラビア印刷で全面塗工し、基材の反対面に下記の剥離層形成用
材料を１．０μｍ、その上に蛍光画像形成層１．５μｍとなるようにグラビア印刷で全面
塗工し、蛍光画像形成層用転写フィルムを得た。
【０１５３】
＜耐熱滑性層材料の組成＞
　・ポリビニルブチラール樹脂（積水化学工業社製　商品名　エスレックＢＸ－１）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．６重量部
　・ポリイソシアネート（大日本インキ化学工業社製　商品名　バーノックＤ７５０）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．６重量部
　・リン酸エステル系界面活性剤（第一製薬工業社製　商品名　プライサーフＡ２０８Ｓ
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．８重量部
　・タルク（日本タルク工業社製　商品名　ミクロエースＰ－３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７重量部
　・メチルエチルケトン／トルエン＝１／１　　　　　　　　　　　６４重量部
【０１５４】
＜剥離層形成用材料の組成＞
　・アクリル樹脂（商品名　ＢＲ－８７　三菱レイヨン製）　　　　２０重量部
　・ポリエステル樹脂(商品名　Ｖ－２００　東洋紡製)　　　　　０．１重量部
　・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１）　　　　　　１００重量部
【０１５５】
＜蛍光画像形成層形成用材料の組成＞
　・有機系ブルー蛍光剤（商品名　ユビテックスＯＢ　チバスペシャルティケミカルズ製
、紫外線吸収波長約３６６ｎｍ、蛍光発光波長約４２０ｎｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１重量部
　・塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂溶液（商品名　ソルバインＣＮＬ　日信化学工
業製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部
　・溶剤（メチルエチルケトン／トルエン＝１／１）　　　　　　１００重量部
【０１５６】
（画像形成層の作製）
　第２積層体の剥離性保護層上に蛍光画像形成層用転写フィルムの蛍光発光層形成用材料
層側を重ね合わせ、剥離性保護層上にサーマルヘッドを使用して０．５Ｊ／ｍｍ２で画像
情報を印画し、剥離性保護層上に画像形成層を作製した。
【０１５７】
９．実施例９
　実施例１～８の体積ホログラム積層体を商品券にナビタス（株）製ホットスタンプ機を
用いて転写温度１５０℃、圧力０．８Ｍｐａで転写を行ない、第２のフィルムを剥離して
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体積ホログラム積層体を得た。
【０１５８】
１０．実施例１０
　実施例１～８のホログラム積層体を予め昇華転写で顔情報及び文字情報が転写されたポ
リ塩化ビニルカード上にナビタス（株）製ホットスタンプ機を用いて転写温度１５０℃、
圧力０．８Ｍｐａで転写を行ない、第２のフィルムを剥離して体積ホログラム積層体を得
た。
【符号の説明】
【０１５９】
　　１　…　基材
　　２　…　画像形成層
　　３　…　ホログラム層
　　３’　…　レリーフホログラム層
　　４　…　ヒートシール層
　　５　…　剥離性保護層
　　６　…　反射層
　　１０，１０’　…　ホログラム転写箔
　　１１　…　基板
　　２１　…　第１積層体
　　２２　…　第２積層体
　　３０，３０’　…　ホログラム積層体
　　３１　…　被転写体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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